企画提案型利用間伐等における活動支援モデル事業実施要領

企画提案型利用間伐等における活動支援モデル事業（以下「本事業」という。）の実施については、この要領の定めるところによる。

第１　事業の目的
本事業は、公益社団法人新潟県農林公社（以下「農林公社」という。）が管理する団地（以下「公社団地」という。）の適切な保全・整備を進めるため、林業事業体が行う企画提案型利用間伐等促進事業実施要綱に基づく森林整備等（以下「企画提案型利用間伐等」という。）の企画等の活動を支援し、企画提案を促進することを目的にする。

第２　事業実施主体
　　　林業事業体
ただし、農林公社の森林整備工事請負業者名簿に記載されている「林業労働力の確保の促進に関する法律」で定めた新潟県認定林業事業体とする。

第３　支援対象等
　　　企画提案型利用間伐等を促進するための経費、及び次年度以降の森林施業を推進するための経費を支援する。
　　　なお、事業の支援対象、補助率及び補助金額等は別表１のとおりとする。

第４　事業計画の作成等
　１　事業計画の申請
　　　事業実施主体が本事業を実施しようとするときは、第１号様式により事業計画を作成し、農林公社代表理事（以下「代表理事」という。）に提出するものとする。
　２　事業計画の承認
　　　代表理事は、事業実施主体から申請のあった事業計画を審査し適当と認められるときは、第２号様式により事業実施主体に事業承認を通知する。
　３　事業計画の変更
　　　上記２の規定により承認された事業計画の内容を著しく変更する場合は、1に準じて代表理事の承認を受けるものとする。
　　　なお、著しい変更とは、事業計画を廃止する場合をいう。
　４　事業計画の取消し
　　　代表理事は、事業実施主体が承認された事業計画に従って事業を実施していなと認められるとき、又は、農林公社と事業実施主体との企画提案型利用間伐等の請負契約が締結されないときは、第３号様式により事業計画の承認を取り消すことができる。
第５　事業の実施
　１　事業着手      
事業の実施は、原則として事業計画承認後に行なうこととする。
承認前に事業を行った場合は、その理由を第４の１の事業計画承認申請書（第１号様式）に記載するものとする。
　２　事業完了報告
　　　　企画提案型利用間伐等の請負契約が締結され、事業が完了したときは、第４号様式により事業完了報告書を代表理事に提出するものとする。
　３　検査
　　　　代表理事は、上記２の提出があったときには、その提出された書類の内容が適切であるかを確認して事業の履行を検査するものとする。

第６　留意事項
代表理事は、必要に応じて、事業実施主体に対して事業の実施に関する資料等の提出を求め、事業実施主体はこれに協力するものとする。

第７　その他
　　　　この要領に定めるもののほか、事業実施に関して必要な事項は別に定める。

附則

　この要領は、令和８年４月１日から施行する。






　　　　




別表１（第３の関係）
　支援対象、補助率及び補助金額等

	補助率及び補助金額
	実施項目（支援対象）
	採択要件等

	定額

農林公社と事業実施主体との企画提案型利用間伐等の請負契約における利用間伐及び切捨間伐の合計した間伐面積に補助単価（30千円/ha）を乗じた額
ただし、実行経費を上限とする。
	１　企画提案型利用間伐等を促進するための次の経費
1 現地調査
　　　企画提案型利用間伐等を企画するために必要な調査（立木の調査、路網の線形調査、施業方法や施業量の決定に係る調査等）
2 企画提案書の作成
　　　企画提案書を作成するための業務（事業実施計画・販売実施計画等の作成、収支計算、添付資料の作成等）
3 集約化を推進する活動
　上記の企画提案型利用間伐等と一体的な施業を目的とする集約化に必要な活動（周辺森林の調査、路網の調査、所有者の合意形成等）
4 その他、代表理事が必要と認める経費

２　次年度以降の森林施業を推進するための次の経費
上記１以外の公社団地を対象とした次年度以降の森林施業の検討で必要となる予備調査経費（立木調査、路網の線形調査、収支予測等）

	１　新たに企画する企画提案型利用間伐等の農林公社と事業実施主体の請負契約の締結を要件とする。

２ 実施項目のうち、２の次年度以降の森林施業の推進は、１の企画提案型利用間伐等の促進と併せて行うことを要件とする。
（１は単独でも支援対象）

３　農林公社が行う森林施業プランナー育成実践モデル事業など他事業が支援する活動は、重複して本事業の支援対象とすることはできない。



Ⅰ　対象経費（費目）
	区　分
	内　　容

	技術者給
	森林施業プランナーなど技術を有する者の労賃等

	旅費
	事業を実施する上で必要な旅費

	需用費
	資料購入費、修繕費、光熱水費等

	役務費
	通信運搬費、労災保険料等

	使用料及び賃借料
	会議室、事業用機械器具等の借料及び損料等



Ⅱ　補助金額の算定
　消費税等は、補助対象経費から除外して補助金額を算定すること。
　　ただし、以下の補助事業者にあっては、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとする。 
(1)消費税法における納税義務者とならない補助事業者 
(2)免税事業者である補助事業者及び簡易課税事業者である補助事業者 
(3)消費税法別表第三に掲げる法人の補助事業者 
(4)課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する補助事業者

別表２（第４、第５の関係）

提出する書類の種類

	提出者
	提出する書類
	様　式

	事業実施主体
	事業計画承認（変更）申請
	第１号様式

	農林公社
	事業計画承認通知
	第２号様式

	農林公社
	事業計画承認取り消し通知
	第３号様式

	事業実施主体
	事業完了報告書
	第４号様式











第１号様式

第　　　　　号
年　月　日

公益社団法人新潟県農林公社
代表理事　　　　　　様

申請者

企画提案型利用間伐等における活動支援モデル事業計画（変更）承認申請書


企画提案型利用間伐等における活動支援モデル事業実施要領第４の１の規定に基づき、別紙のとおり関係書類を添えて申請します。




（事業計画承認前に事業に着手する場合は、以下を記入する。）

１事業計画承認前の着手理由　













（注）事業計画承認申請書を提出する場合は、別紙を１部添付すること

別紙
事業実施主体名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　事業の内容
	予定団地
	面積
(ha)
	実施項目
	予定施業年度

	〇〇団地
	〇〇ha
	１企画提案型利用間伐等の促進
1 現地調査、②企画提案書作成、③集約化活動
	〇年度

	〇〇団地
	〇〇ha
	２次年度以降の森林施業の推進

	―

	

	
	
	


※実施項目には、別表１の実施項目のうち、１企画提案型利用間伐等の促進（①現地調査、②企画提案書作成、③集約化活動、④その他）、２次年度以降の森林施業の推進、の該当する番号と項目を記載する。


２　実施計画
	実施項目
	事業期間
〇年〇～〇月
	事業費
（円）
	事業費積算
	補助金額
（千円）

	１①②③
	〇年
〇月～〇月
	〇〇〇円
	技術者給A労賃〇〇円/h×〇〇ｈ＝〇〇円
旅費〇〇円、役務費〇〇円

	

	２
	〇年
〇月～〇月
	〇〇〇円
	技術者A労賃@〇〇円/h×〇〇ｈ＝〇〇円

	

	計
	
	〇〇〇円
	

	〇〇千円


※１の実施項目毎に記載し、実施項目欄には、１の実施項目の番号（１①②③、２等）を
記載する。
※補助金額は千円未満切捨てとする。







第２号様式

第　　　　　号
年　月　日
申請者　様

公益社団法人新潟県農林公社
代表理事　　　　　　


企画提案型利用間伐等における活動支援モデル事業計画の承認について


〇年〇月〇日付けで提出のあった企画提案型利用間伐等における活動支援モデル事業計画の申請について、適当と認められるので通知します。
　





















第３号様式

第　　　　　号
年　月　日
申請者　様

公益社団法人新潟県農林公社
代表理事　　　　　　


企画提案型利用間伐等における活動支援モデル事業計画承認の取り消しについて


〇年〇月〇日付けで通知した企画提案型利用間伐等における活動支援モデル事業計画の承認について取り消します。
　

（取り消す理由）



















第４号様式

第　　　　　号
年　月　日

公益社団法人新潟県農林公社
代表理事　　　　　　様

申請者

企画提案型利用間伐等における活動支援モデル事業完了報告書


企画提案型利用間伐等における活動支援モデル事業実施要領第５の２の規定に基づき、下記のとおり提出します。

記

１　事業実施内容
　　別紙のとおり

２　着手年月日
　　

３　完了年月日












別紙
事業実施主体名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　事業の内容
	予定団地
	面積
(ha)
	実施項目
	予定施業年度

	〇〇団地
	間伐〇〇ha
	１企画提案型利用間伐等の促進
①現地調査、②企画提案書作成、③集約化活動
	〇年度

	〇〇団地
	団地〇〇ha
	２次年度以降の森林施業の推進

	―

	

	
	
	


※面積は、実施項目の１は当初請負契約の間伐面積、２は予備調査をした公社団地の面積を記載
※実施項目には、別表１の実施項目のうち、１企画提案型利用間伐等の促進（①現地調査、②企画提案書作成、③集約化活動、④その他）、２次年度以降の森林施業の推進、の該当する番号と項目を記載する。

２　事業実績
	実施項目
	事業期間
〇年〇～〇月
	事業費
（円）
	事業費積算
	補助金額
（千円）

	１①
	〇年
〇月～〇月
	〇〇〇円
	技術者A労賃@〇〇円/h×〇〇ｈ＝〇〇円
技術者B労賃@〇〇円/h×〇〇ｈ＝〇〇円
旅費〇〇円、役務費〇〇円
	

	１②

	〇年
〇月～〇月
	〇〇〇円

	技術者A労賃@〇〇円/h×〇〇ｈ＝〇〇円
需用費〇〇円、使用料〇〇円
	

	１③

	〇年
〇月～〇月
	〇〇〇円

	技術者A労賃@〇〇円/h×〇〇ｈ＝〇〇円
※調査報告書を添付
	

	２

	〇年
〇月～〇月
	〇〇〇円

	技術者A労賃@〇〇円/h×〇〇ｈ＝〇〇円
※調査報告書を添付
	

	
	

	
	
	

	計
	
	〇〇〇円
	

	〇〇千円


※１の実施項目毎に記載し、実施項目には、１に記載した番号（１①②③、２）を記載する。
※補助金額は千円未満切捨てとし、１の間伐面積（ha）×30千円以内とする。
※事業費積算の根拠が分かる書類（業務日報、給料表、領収書など）の写しを添付すること。
※実施項目で、１③、及び２を実施した場合は、別紙による調査報告書を添付すること。
別紙
事業実施主体　　　　　　　

調査報告書

	１実施項目
	（該当番号に〇を記載）
１　企画提案型利用間伐等の促進（③集約化活動）
２　次年度以降の森林施業の推進　　　　　　　　　　　　　　　

	２団地名
	



	３調査結果
	1 概況（林齢、面積などの概略）



2 地位（樹高、直径、立木密度などの概略）



3 地利（アクセス道、林内路網などの概略）



4 施業検討（調査結果を踏まえた必要な施業の概略）



5 その他（今後の施業に参考となる事項など）








　　　※森林現況がわかる写真などを添付してください。
R8.3.19
企画提案型利用間伐等における活動支援モデル事業Q＆A（参考）

１事業実施の関係①事業の活動を行った期間が年度をまたぐ場合が想定されるが、補助対象となる活動期間の考え方は？

（回答）
　 企画提案型利用間伐等の企画を行うための森林調査などは、施業年度の前年度に行われることが多いなど活動期間は年度をまたぐことが想定されます。
　 このことから、支援対象期間は単年度に限定するものではありません。
　 この場合、活動が事業計画承認日付の前となることが多いと想定されるので、事業計画承認申請書（第１号様式）に承認前着手の理由を記入してください。
②本事業の書類提出時期などの事業の流れはどうか？

（回答）
　 本事業は、「企画提案型利用間伐等促進事業」と連携して行う事業であることから、事業の流れは以下を想定していますので参考としてください。
　 なお、当事業の農林公社の担当者は、企画提案型利用間伐等の担当者と同じですので、書類などは当該担当者に提出してください。
【企画提案型利用間等促進事業】　　　【活動支援モデル事業】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業計画承認申請書の提出（第１号様式）
事業参加申込書の提出　　　　　　　　　　　▽
· 　　　　 　　　　　　　　　　事業承認通知の受理（第２号様式）
　
（現地調査）　　
　　　　　　　　　　　　　　 　（企画提案書作成）　　　　　　　
　企画提案書の提出　　　　　　　　　　　（事前調査）など
· 　　　　　　　　　　　　　　      　
　提案書評価審査会　　　　　　　　　　　　　 ▽
· 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　請負契約締結　　　　　　 　　　　　　　　　▽
· 　　　　　　　　　　　　　　　
（間伐実施）　　　　　　　　　　　　　　 
　　▽　　　　　　　　　　　　　　　事業完了報告の提出（第４号様式）
　完成報告の届け　
２事業費の関係1 企画提案型利用間伐等の当初請負契約の利用間伐や切捨間伐の面積が施業の過程で増減し、変更契約で面積が変更となった場合は、本事業の補助金を変更するのか？


（回答）
　 本事業で支援対象とする活動は、企画提案型利用間伐等の着手前に既に行われていることが多いことから、請負契約変更で間伐面積が増減しても、補助金算定を行う間伐面積は当初請負契約の間伐面積とします。
② 企画提案型利用間伐等ではプロット調査は委託契約を行って実施しているが、本事業での現地調査と重複するのではないか？


（回答）
　　 本事業の対象とする現地調査は、公社団地全体や周辺森林の立木形状などの調査や間伐材の搬出運搬に必要な線形の現地踏査などを想定しております。
これまでとおり、利用間伐や切捨間伐でのプロットを設定した詳細な立木計測や取りまとめなどの活動は、委託契約で対応しますので、本事業の対象活動からは除外してください。
③ 複数年契約で企画提案型利用間伐等を実施する場合、本事業の支援対象の考え方はどうか？

（回答）
　　複数年、単年契約とも本事業の支援の考え方は同じであり、請負契約の間伐面積に補助単価（30千円）を乗じた額となります。（実行経費が上限）
④ 技術者給での労賃（人件費）の積算の考え方は？

（回答）
　国の通知「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について（R3.3.26）」
を参考にして積算してください。
具体的には、人件費＝時間単価×直接作業時間数としてください。
時間単価は、（年間総支給額＋年間法定福利費）÷年間総労働時間
直接作業時間数は、作業時間が記録された業務日誌などから算出
（回答）⑤ 技術者給は、森林施業プランナーや森林経営プランナーの人件費に限定されるのか？

　企画提案型利用間伐等の企画などの活動は、森林施業プランナーや森林経営プランナーが主体となりますが、プランナーの業務を補佐する技術者の労賃も支援対象とします。
　この場合、各人の労賃を分けて積算し、完了報告書の事業費積算に記入してください。





（参考）事業対象森林の考え方
　　　
実施項目　１①（現地調査）、１③（集約化活動）、２（次年度以降の森林施業の推進）


　　　　　企画提案型利用間伐等を予定する公社団地
１①

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　次年度以降施業が見込まれる公社団地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切捨間伐

　　　　　　　　　　　　　
２
利用間伐


　　　　　　　周辺森林１③
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